
1 

 

大分市電子入札運用基準（物品等） 

 

（１）趣旨 

この電子入札運用基準は、物品の調達、借り受け又は役務の調達（以下「物品等の調達」

という。）において本市（以下「発注者」という。）と入札参加者がコンピュータとネットワ

ーク（インターネット）を利用したシステム（以下「電子入札システム」という。）で行う入

札手続（以下「電子入札」という。）について、円滑かつ適切に運用できるよう取扱いを定め

るものである。 

ただし、この運用基準（以下「本運用基準」という。）に定めるもののほか必要な事項は、

大分市契約事務規則（昭和 39 年大分市規則第 12 号）、大分市物品取扱規則（昭和46年大

分市規則第38号）、入札公告その他入札・見積り条件を示した書類に定めるところによるも

のとする。 

 

（２）用語の定義 

① 契約担当者 

市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。 

② 入札等 

一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の手続をいう。 

③ 入札参加者 

入札等に参加しようとする者 

④ 紙入札 

電子入札において発注者の承認を受け、紙において行う入札をいう。 

⑤ 従来の入札 

 電子入札導入以前の紙による入札をいう。 

⑥ 電子証明書 

電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12年法律第102号）に基づき、主務大臣の認定

を受けた特定認証業務を行う者（以下「電子認証局」という）が発行する証明書をいう。 

⑦ ＩＣカード 

電子認証局が発行した電子証明書が格納されているカードで、紙の書類に押印する印鑑に

相当するものをいう。 

⑧ 代表者 

発注者の入札参加有資格者名簿に登録された事業者の代表者をいう。 

⑨ 受任者 

代表者から入札・見積権限及び契約権限について、入札参加資格申請にて委任を受けた者

をいう。 

⑩ ＷＴＯ該当案件 

物品等の契約に係る予定価格が、それぞれ一定額以上の額である案件（一定額とは、地方

１ 総則 



2 

 

公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第３条第１項に規定する総務大臣の定める額をいう）をいう。 

⑪ 入札情報サービスシステム（ＰＰＩ） 

 入札に関連する情報を、インターネットを介して公表するシステムをいう。 

⑫ 共同受付センター 

大分県及び県内市町村の物品等競争入札参加資格審査の共同受付及び共同審査を実施する

ため、大分県会計管理局用度管財課内に設置されたセンターの名称をいう。 

 

（３）対象入札方式 

本運用基準を適用する入札は、原則として、一般競争入札方式、指名競争入札方式及び随

意契約によるすべての物品等の調達の業務のうち、発注者が電子入札で行う旨を指定した案

件とする。ただし、やむを得ない事情により入札参加資格を有しない者が参加する場合や複

数品目の単価契約品の調達などシステムが対応できない場合は、電子入札システムの対象外

とする。 

 

（４）随意契約の取扱い 

随意契約について電子入札による見積執行を行う場合は、特段の定めがある事項を除き、

本運用基準に定める入札執行の取扱いに準じるものとする。ただし、随意契約に参加する者

は、ＩＣカードによる認証のほか、大分県が交付するＩＤ・パスワードによる認証で電子入

札システムの利用ができるものとする。 

 

（５）電子入札実施の考え方 

発注者が電子入札で行う旨を指定した案件（以下「電子入札案件」という。）は電子入札シ

ステムで処理するものとする。ただし、「紙入札（見積）参加届出書」（様式第２号）により

届出をした場合は、紙による参加申請書や入札書の提出を認めるものとする。 

 

 

２ 入札参加者の利用者登録及びＩＣカードの取扱い 

（１）電子入札システムが利用可能なＩＣカードの基準 

電子入札システムが利用可能なＩＣカードは、別途公表する電子認証局が発行したもの

で、物品等の調達の業務について、大分市に入札参加資格申請をした代表者の名義と同一の

名義であるＩＣカードとする。 

ただし、入札参加資格申請時に委任先が申請されている場合は、その受任者（支店、営業

所等の代表者）の名義と同一の名義のＩＣカードでなくてはならない。 

 

（２）利用者登録 

初めて電子入札システムを利用する場合や、新たにＩＣカードを取得した場合は、電子入

札システムによる利用者登録を行うものとする。利用者登録を行うには、まず入札等に参加
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したい自治体の入札参加資格の認定を受けるものとする。また、入札参加資格に関わる登録

事項に変更がある場合は、電子入札システムによる利用者登録の変更と入札参加資格に関わ

る変更手続を併せて行うものとする。なお、入札参加資格の申請は、共同受付センターへ行

うものとする。 

ただし、電子入札システムのみに登録されている事項（電子メールアドレス等）に変更があ

った場合は、電子入札システムの利用者登録のみを変更するものとする。 

 

（３）ＩＣカードの有効期限の対応 

入札参加者は、現在使用しているＩＣカードの有効期限内に新しいＩＣカードを再取得し、電子入

札システムによる利用者登録の更新を行うものとする。なお、登録事項の変更を伴う場合は、２の

（２）の規定に準じるものとする。 

 

（４）ＩＤ・パスワードの取扱い 

随意契約の参加者が使用するＩＤ・パスワードは、入札参加資格の申請時にＩＤ・パスワードの交付

に同意するか、入札参加資格を取得した後に「大分県共同利用型電子入札システム（物品・役務）利

用申請書」を提出することで交付を受けることができる。この申請は、大分県会計管理局用度管財課

への申請とする。また、交付済みの ID・パスワードを忘失した場合の再交付申請も大分県会計管理

局用度管財課への申請とする。 

 

（５）ＩＣカード、ＩＤ・パスワード不正使用の取扱い 

入札参加者がＩＣカード、ＩＤ・パスワードを不正に使用した場合には、発注者が別途定めるところ

により、入札参加資格の取消、指名停止、又はＩＣカード、ＩＤ・パスワードの利用停止の措置を講じる

ことができるものとする。 

また、不正に使用した者が当該案件の落札者である場合は、契約締結前であれば、契約締結を行

わないことができるものとし、契約締結後に不正使用が判明した場合には、契約を解除することがで

きるものとする。 

＜不正に使用した場合の例示＞ 

①異なる名義（商号、代表者）のＩＣカードで入札書等を提出した場合 

②他人のＩＣカード、ID・パスワードを不正に使用し、名義人になりすまして入札等に参加した場合 

③同一案件に対し、同一業者が故意に複数のＩＣカードを使用して入札に参加した場合 

 

 

３ 電子入札案件の登録等 

（１）電子入札対象案件の明示 

電子入札対象案件の入札公告等を作成する際には、電子入札対象案件である旨を明示するものと

する。 
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（２）受付期間等の設定 

電子入札案件における期間・日時の設定は次のとおりとする。 

① 入札公告掲載期間 

電子入札システムで一般競争入札の当該入札公告が公開される期間をいい、この期間の開始日

時以降後に当該入札の参加申し込みが可能となる。なお、指名競争入札及び随意契約において

は、この期間の開始日時に指名通知書又は見積依頼書が発行されてから、当該案件への応札が可

能となる。 

② 入札参加申請期間 

電子入札システムで一般競争入札の参加申し込みの登録期間をいい、この期間中に電子入札シ

ステムで参加申込登録を行わなかった者は当該一般競争入札に参加することができない。なお、契

約担当者は入札参加者が入札金額の登録を行うために必要な期間を考慮し期限の設定を行うこと。 

③ 入札書の受付期間 

電子入札システムでの入札等の金額の登録期間をいい、仕様書等の閲覧期間と同期間（ただし、

閲覧期間が１日の場合は 1日加えた期間）を標準とする。なお、特別な事情がある場合はこの期間

によらないことができるものとする。 

④ 仕様書等の閲覧期間 

従来の入札における運用に準じるものとする。 

⑤ 開札予定日時 

入札書受付締切日時の翌日（大分市の休日を定める条例（平成元年大分市条例第１３号）第１条

第１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日後においてその日に最も

近い休日でない日）を標準とする。ただし、特別な事情がある場合はこの日時によらないことができ

るものとする。 

⑥ その他の期間・日時 

    各入札方式とも従来の入札における運用に準じるものとし、電子入札システムに登録されない期限

等については、入札公告又は指名通知書（随意契約の場合は仕様書等）に記載するものとする。 

 

（３）登録事項の錯誤 

公告済みの案件に錯誤があった場合において、登録内容を変更するときはその旨を、当該案件

を中止するときにはその旨を、電子入札システム、電子メール、電話、ＦＡＸ等により入札参加者へ

連絡するものとする。 

 

（４）従来の入札への切替時の処理 

特別な事情により発注者が当該案件を電子入札から従来の入札へ切り替えるに至った場合に

は、その旨及び新たな入札日時等を電子入札システム、電子メール、電話、ＦＡＸ等により入札参加

者へ連絡するものとする。 
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４ 入札参加者の関係書類の提出 

 

（１）添付書類の取扱い 

入札手続において必要な添付書類は、原則として電子入札システムを利用して電子ファイルによ

り提出するものとする。また、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用しないものと

する。 

なお、添付書類の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は、別途発

注者が指定するものとする。 

 

（２）電子入札システム以外の方法で添付書類の提出を認める基準 

次の基準に該当する場合は、添付書類の全部又は一部を電子媒体若しくは紙で提出できるもの

とし、郵送での提出も可能とする。 

なお、添付書類の全部又は一部を電子媒体若しくは紙で提出する場合は、事前に発注者の承認

を得て、「媒体提出届」（様式第１号）を添付し、電子入札システムによる関係書類の提出期限までに

提出するものとする。（郵送による場合は提出期限内に必着とする。） 

 

＜電子媒体若しくは紙による提出を認める基準＞ 

①電子ファイルの容量が３メガバイトを超える場合 

②発注者が電子媒体又は紙による提出を指示した場合 

③電子入札システムによる提出が適さないと認められる場合 

※①～③のいずれの場合にも、電子媒体による提出はＣＤ－Ｒ等の書換えのできない媒体によるも

のとする。また、紙と電子媒体の併用は認めないものとする。 

 

（３）ウィルス感染ファイルの取扱い 

入札参加者から提出された電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合には、直ちに当該電子フ

ァイルの参照等を中止するとともに、発注者よりウィルスに感染している旨を当該入札参加者に電話

等で連絡し、再提出の方法について協議を行うものとする。 

 

 

５ 入札書等の取扱い 

（１）入札書の受付 

電子入札による入札参加者は、電子入札システムの入札書受付締切日までに入札書の提出を行

わなければならないものとし、入札書は、入札金額、くじ番号（「０」から「９」までの数字を３文字組み

合わせたもののうち、「０」を３文字組み合わせたものを除くもの。以下同じ。）が明記されたものを有

効なものとして取り扱うものとする。 

なお、入札金額内訳書が必要な場合には、併せて入札金額内訳書が添付されたものを有効な入

札書として取り扱うものとする。 

 

（２）入札金額内訳書の提出方法 
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４の（１）から４の（３）の規定に準じるものとする。 

 

（３）入札書提出時の留意点 

入札参加者は、次の事項に留意して適正な入札書等の提出がなされるよう努めるものとする。 

① 入札書入力は正確に行い、入札書提出内容確認画面において入力内容の確認を行って

から入札書を提出すること。 

② 入札書受付締切日時までに入札書の提出が完了するよう、余裕をもって処理を行うこと。 

③ 入札書が正常に送信されたことを、入札書受付通知により必ず確認すること。 

 

（４）予定価格調書の作成 

契約担当者は、開札前までにあらかじめ紙で大分市契約事務規則第 26条に規定する予定価格

調書を作成しなければならない。 

 

 

６ 電子入札案件に紙入札での参加を認める基準 

（１）紙入札での参加を認める基準 

入札参加者が、次の基準により、当初から、又は電子入札システムによる手続開始後に紙入札で参

加しようとする場合は、「紙入札（見積）参加届出書」（様式第２号）を発注者に 2部持参により提出し

て承認を得るものとする。 

＜紙入札を認める基準＞ 

① 電子証明書記載事項（会社名、代表社名等）の変更により ICカードの効力が失われ

たとき（失効）、暗証番号（PIN番号）を連続して誤入力したことにより ICIカードの使

用が停止されたとき（閉塞）又は破損、盗難等で使用できなくなり、ICカードの再発

行を申請中の場合 

② ＷＴＯ該当案件において、入札参加者が電子入札システムの利用が困難であると認

められる場合（２の（１）に規定するＩＣカードを保有していない場合等） 

③ 電子入札の対応が困難であると認められる場合 

④ その他やむを得ない事情があると認められる場合 

上記①は、社会通念上妥当な手続期間内に限る。 

 

（２）紙入札による提出期限 

紙入札で参加する場合の関係書類の提出期限は、電子入札の提出期限と同じとし、期限までに

発注者に提出するものとする。 

また、入札書は、発注者が指定した日時及び場所に提出するものとする。 

 

（３）紙入札から電子入札への移行 

発注者が紙入札での参加を認めた場合は、当該入札案件についてその後の電子入札への移行

は認めないものとする。 
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７ 入札の辞退等 

（１）入札書提出前の辞退等 

入札参加者が、入札書提出前に入札を辞退する場合は、辞退届を提出するものとする。なお、入

札書提出締切日時において、入札書又は紙入札（見積）参加届出書若しくは辞退届の提出がない

場合は、入札参加者は入札を辞退したものとみなすものとする。 

 

（２）入札書提出後の辞退等 

入札書提出後、入札の辞退は認めないものとする。また、いったん提出された入札書は、いかな

る時点においても書き換え、引き換え又は撤回を認めないものとする。 

なお、正当な理由がなく落札者が契約を締結しない場合には、発注者が別途定めるところにより

指名停止措置を講じることができるものとし、入札保証金が納入されている場合、納入された入札保

証金は返還しないものとする。 

 

 

８ 開札 

（１）開札方法 

開札は、事前に設定した開札予定日時後に速やかに行うものとする。 

なお、紙入札による入札参加者がいる場合は、入札執行者の開札宣言後に紙の入札書を開封

し、発注者が入札金額、くじ番号を電子入札システムに登録するものとする。 

 

（２）開札時の立会い 

入札参加者のうち希望する者は、開札に立ち会うことができるものとする。 

また、紙入札による入札参加者及び入札保証金の必要な入札参加者がいない場合で、立会いを

希望する者がいない場合は、入札に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 

 

（３）くじになった場合の取扱い 

落札となるべき金額を入札した者が複数あった場合は、電子入札システムに装備されている電子

くじにより落札者を決定するものとする。（詳細は、本運用基準のＰ12を参照。） 

 

（４）再入札等の開札予定日時の設定基準 

１回目の入札執行により落札者が決定せず、再入札又は随意契約により入札を執行する場合、再

入札書又は見積書の開札予定日時は、前回の開札予定日時の翌日（その日が市の休日に当たると

きは、その日後においてその日に最も近い休日でない日）の同時刻を標準として設定するものとす

る。ただし、再入札の参加対象者の全員が参加可能であることが事前に確認できている場合はこの

限りではない。 

なお、この場合の入札書提出締切日時は、開札予定日時の直前を標準として設定するものとす

る。 
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（５）開札が長引いた場合 

開札予定日時後の落札者決定通知書発行が著しく遅延する場合は、必要に応じて電子入札シス

テムその他適当な手段により処理状況の情報提供を行うものとする。 

 

（６）開札の延期 

開札を延期する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件の入札参加者全

員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。 

 

（７）開札の中止 

開札を中止する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件の入札参加者全

員に、開札を中止する旨を通知するものとする。なお、提出された入札書は開封しないものとする。 

 

 

９ システム上の障害等の取扱い 

（１）入札参加者側のシステム障害時 

天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電、通信事業者（プロバイダを含む。）の原因に

よるネットワーク障害、その他やむを得ない事情（ただし、ICカードの紛失、破損、端末の不具合

等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。）により複数の入札参加者が電子入

札システムによる入開札に参加出来ないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検

討して、入開札業務の延期、従来の入札への移行等の措置を講じるものとする。 

なお、入開札業務の延期、従来の入札への移行などの措置を講じる場合は、必要な事項を電子入

札システム、電子メール、電話、ＦＡＸ等により入札参加者に連絡するものとする。 

 

（２）発注者側のシステム障害時 

発注者の電子入札システム用サーバー、ネットワークなどに障害が発生し、入開札業務が処理出

来ないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札業務の延期、従来

の入札への移行などの措置を講じるものとする。 この場合、電子入札システム以外の方法（電子メ

ール、電話、ＦＡＸ等）により入札参加者に必要な事項を連絡するものとする。  

 

 

10  その他 

（１）電子入札における日付・時刻の基準 

電子入札における日付・時刻は、電子入札システム上の日付・時刻を基準とする。 

 

（２）電子入札システム等の運用時間 

電子入札システム及び入札情報サービスシステム（ＰＰＩ）の運用時間は、次のとおりとする。 
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電子入札システム 

 

 

ＰＰＩ 

 

発注機関 

 

８：００～２２：００ 

 

（閉庁日を除く。） 

 

同  左 

 

※インターネットによる参照 

 

は下記のとおり 

 

入札参加者 

 

９：００～２０：００ 

 

（閉庁日を除く。） 

 

６：００～２３：００ 

 

（日曜日、祝日及び年末年始の 

 

閉庁日を除く。） 

 

 

（３）電子入札における帳票等 

電子入札案件における帳票等の様式は、本運用基準に定めるもの及び電子入札システムの様式

によるものとする。なお、電子入札案件に紙入札（見積を含む）で参加する場合は、別に定める様式

によるものとする。（本運用基準Ｐ11，Ｐ13に様式添付。） 

 

（４）入札関連情報の公表 

入札に関する情報は、発注者が別途定めるところにより必要な事項を入札情報サービスシステム

（ＰＰＩ）に登録し、インターネットを介して公表するものとする。 

 

 

附 則 

１ この運用基準は令和６年１０月１日から施行する。 
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様式第1号 

媒体提出届 

 

  年  月  日 

 

契約担当者            殿 

 

                   （提出者） 

                    住        所 

                     商号又は名称 

                     代 表 者 名                              印 

 

 下記案件の資料を（媒体名＊１）で提出します。 

 

記 

 

１ 案件名称 

 

２ 提出方法及び書類等 

 （１）提出方法＊２ 

 

 （２）提出書類名及び提出媒体名＊３ 

〔記載例〕 

 参加申請添付書類（CD－Ｒ） 

 

※添付資料を電子入札システム以外の方法で提出した場合で、入札書を電子入札システムにより提

出する場合は、指定された期日までに、この「媒体提出届」のみを添付し、電子入札システムで

の競争参加資格確認申請書の提出を必ず行ってください。 

（提出を行っていない場合は、電子入札システムでの入札書提出ができません。） 

                                                      

(注) 
＊１ 媒体名には紙媒体又は電子媒体の別を記載してください。 
＊２ 提出方法は、郵送、持参等の別を記載してください。 
＊３ 提出媒体名は、電子媒体による提出時のみ記載してください。 
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様式第2号（発注者用・入札（見積）参加者用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙入札（見積）参加届出書 

 

              年   月   日 

 

契約担当者             殿 

 

                   （申請者）     

住        所 

                     商号又は名称 

                     代 表 者 名                        印 

 

 下記案件については、電子入札システムによる入札（見積）に参加できないため、紙入札による

参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。 

 

記 

１ 案件名称 

 

２ 電子入札システムによる参加ができない理由（□にチェックしてください。） 

 □電子証明書（ICカード）の取得手続き中 

   □変 更   □失 効  □紛失・破損等 

   取得手続き開始時期（             ） 

 

 □その他（理由を具体的に記載してください。） 

    

 

電子入札への参加可能予定時期（               ） 

 

 

受付印 
 受付日時   年  月  日  時  分 

    参加の適否  適      否   

入札書の持参日時   年  月  日  時  分 
 
（見積書） 場所 

※発注者が記入 
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【資料１】電子くじの仕組み 

 開札の結果、落札となるべき金額を入札した者が複数あった場合の電子くじの仕組みは次のとお

りとする。 

① 落札となるべき金額を入札した者のくじ番号の合計を算出する。 

 (例) 

    （会社名）      （入札金額）      （くじ番号） 

     Ａ社        1,000,000円        121 

     Ｂ社        1,000,000円        745 

     Ｃ社        1,200,000円        333 

     Ｄ社        1,500,000円        960 

     Ｅ社        1,000,000円        581 

合計＝121（Ａ社）＋745（Ｂ社）＋581（E社）＝1,447 

② ①により算出した合計を同価となった入札参加者数で除し、余りを算出する。 

     1,447÷３社＝482余り１→余りの数＝１ 

③ 同価となった入札参加者に対し、入札書を登録した日時の早い順に０（ゼロ）から番号を割り

振る。 

    （会社名） （入札書登録日時）  （登録順位） （割り振り番号） 

     Ａ社     23日10:00  → ３社中１番目    →０ 

     Ｂ社     24日13:00  → ３社中２番目    →１ 

     Ｅ社     24日16:00  → ３社中３番目    →２ 

④ ②により算出した余りの数と③により割り振られた番号が同じ者を落札者とする。 

 

 

結果・・・②により算出した余りの数が「１」であることから、③で「１」の番号が割り振ら

れたB社が落札者となる。仮に②により算出した余りの数が「０」となった場合は

Ａ社が、「２」となった場合はＥ社がそれぞれ落札者となる。 

 

※注意事項：紙入札による参加者の番号の割り振り方法 

 紙入札による参加があった場合は、当該紙入札参加者に対し、「紙入札(見積)参加届出書」の受 

付日時の早い順に、電子による入札書提出者のうち提出順位の最も遅い者に続いて番号を割り振

る。 

 (例)  同価入札が4社（うち2社が紙入札）であった場合 

    （会社名）（入札方法）（入札書登録日時※） （登録順位）  （割り振り番号） 

     Ｆ社   電子    23日10:00  → 電子入札２社中１番目   →０ 

     Ｇ社   電子    24日13:00  → 電子入札２社中２番目   →１ 

     Ｈ社    紙     23日 9:00  → ３番目           →２ 

     Ｉ社    紙     23日 9:30  → ４番目          →３ 

   ※紙入札の場合は、発注者が電子入札システムに登録した時間 
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【資料２】電子入札における紙入札書 

様式第７号（その６）（第３０条関係） 

入 札 書 

 

金 額 

 

￥ 

 

   ただし、 

 

代 金 内 訳 

品 名 規 格 又 は 品 質 数 量 単 価 金 額 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

合 計 
 

 

      

 くじ番号    

   

大分市契約事務規則を承諾の上、上記のとおり入札します。 

 

    年  月  日 

入札者  住 所                    

商号又は名称                    

代表者氏名                 ㊞ 

 

契約担当者              殿 

 


